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01 3つの市民ニーズ調査

2

調査の目的

住所表記に関する意見や不安、疑問を把握すること。

この調査結果を踏まえて、実施手法の決定や実施の場合の条件整理を行う。

アンケート調査

3つの市民ニーズ調査

住所表記に関する意見等を幅広く把握するため、市民ニーズ調査として3つの調査を実施。

自治会長ヒアリング 意見募集

１ ２ ３



01 3つの市民ニーズ調査

3

アンケート調査

対象者

広域な字に住む１８歳以上の無作為抽出で

選ばれた1000人

実施方法

アンケート用紙（調査票）の送付・返送

主な問いかけ

・ 住所表記を使い分けているかどうか

・ 住所表記を変えたいかどうか、またその理由

・ 住所表記への意見、不安や疑問

結果

回答者数 421人 / 1000人

回収率 42％

資料1 調査票 資料2 同封チラシ

回答率を上げる方法の一つとしてアンケート

解説動画を作成。再生回数はR5.11月末時点

で約130回だった。動画は二次元コードから。



01 3つの市民ニーズ調査

4

自治会長ヒアリング

対象者

実施方法

回答者数

意見募集

対象者

実施方法

回答者数

市HP（電子申請） 市公式LINEでも呼びかけ

住所表記に関すること全般について、自治会長ヒアリング及び意見募集を実施。

字堀、字天田、

字長田、字前田、

字土、字篠尾

字榎原

大江町河守夜久野町直見、

夜久野町額田

アンケート対象地域の自治会長

訪問または電話

18人

誰でも

市HPで募集（約１か月間）

21人

アンケート調査の対象地域



02 市民ニーズ調査結果

アンケート調査結果① 属性別の回答状況
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17

131

160

194

164

128

206

送付人数（人） 計1000人

70代以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代

5

3

21

40

78

70

73

131

回答者数（人） 計421人

70代以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代

無回答

18％

16％

25％

40％

43％

57％

64％

回答率（％）

70代以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代

26

27

28

28

48

55

76

90

253

369

送付人数（人） 計1000人

字堀

字天田

字長田

字前田

字土

字篠尾

字榎原

大江町河守

夜久野町直見

夜久野町額田 38％

56％

68％

36％

33％

40％

38％

41％

45％

38％

回答率（％）

字堀

字天田

字長田

字前田

字土

字篠尾

字榎原

大江町河守

夜久野町直見

夜久野町額田

6

10

15

19

10

16

22

29

37

115

142

回答人数（人） 計421人

字堀

字天田

字長田

字前田

字土

字篠尾

字榎原

大江町河守

夜久野町直見

夜久野町額田

無回答・その他

年齢層別

※10代以外は人数
を同程度に調整

※年齢層が上がるにつれて
回答率も高くなった

人口規模に応じた
送付人数

全体の回答率42％

※アンケート調査では、設問の指示どおりに回答が得ら
れていないことにより、数値が合わない場合があります

概ね送付人数に比例

地域別



02 市民ニーズ調査結果

アンケート調査結果② 住所表記の使い分けの状況
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POINT

住所を記載するときに、自治会名を使用してい

る人の割合は66％であった。

問1-1 住民票の住所以外の字名等で、住所を記載したことはありますか

問1-2 どのような記載をされましたか（○は複数可）

問1-3 なぜ、問１-２の記載をされましたか（○は複数可）

271 138

0% 25% 50% 75% 100%

はい いいえ

POINT

自治会名を使用した住所表記は次のとおりであった。

・ 東岡町○○番地 → 自治会名のみ

・ 字天田（東岡町）○○番地 → カッコで自治会名

・ 字天田東岡町○○番地 → 字名＋自治会名

POINT

自治会名を使う理由は「ウェブサイトで字名を入力

できない」が多数であった。これは、地域の郵便番

号を入力した場合、自動で郵便番号の町域（≒自治

会名）が表示されるためと推測される。

114

56

79

32

66

ウェブで入力できない

郵便物が届かない

昔から

自治会名の方が愛着ある

その他

0 50 100 150

198

146

19

自治会名を使用

カッコで自治会名を追記

その他

0 50 100 150 200

問1では、住所表記の使い分けの状況について調査した。

次は問2へ

自治会名も使用 字名のみを使用

（66％） （34％）



問2-1 住所表記を変えたいですか（変更には、引っ越し時と同程度の負担を伴う）

02 市民ニーズ調査結果

アンケート調査結果③ 今後の住所表記【今のままでよい】
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問2-4 今のままでよい理由は何ですか（○は複数可）

POINT

「今のままでよい」と回答した人は68％と多数で

あった。

問1-1と問2-1の回答から「現在の住所表記の使

い分け」と「今後の住所表記の希望」を組み合わ

せると、大きく3つのタイプに分けることができ

た。

・ 自治会名を使用していて、住所を変えたい

・ 自治会名を使用しているが、今のままでよい

・ 字名のみを使用しており、今のままでよい

POINT

「今のままでよい」と回答した人の最も多かった

理由は「困っていない」。次いで、住所変更に伴う

「手間などのデメリットが大きい」となった。

128

2

115

275

146 125 11

4

0% 25% 50% 75% 100%

問2-1

問1-1

変えたい 今のままでよい

自治会名も使用 字名のみを使用

※※

（32％） （68％）

問2では、住所表記を変えたいかどうかについて調査。「今のままでよい」の回答について分析した。

167

53

145

35

12

困っていない

困っているが、変えなくてよい

手間などデメリットが大きい

今まで通りで愛着ある

その他

0 50 100 150 200

※…無回答



02 市民ニーズ調査結果

アンケート調査結果④ 今後の住所表記【変えたい】

8

問2-1 住所表記を変えたいですか（変更には、引っ越し時と同程度の負担を伴う）

問2-2 変えたい理由は何ですか（○は複数可）

問2-3 新しい住所表記のイメージに、最も近いもの（○は１つ）

128 275

0% 25% 50% 75% 100%

POINT

変えたい理由で最も多かった理由は「住所が1つ

になると分かりやすい」、次いで「配送などが便

利になる」であった。

POINT

今後の住所表記の希望では「自治会名への変更」

が78％と多数を占めた。

自治会の区域で自治会名に変更できる実施手法

は「地方自治法第260条」である。

問2の回答「変えたい」について集計した。

変えたい 今のままでよい

118

79

17

24

1つになると分かりやすい

配送や救急が便利に

自治会への愛着

その他

0 50 100 150

78%

11%

11%

自治会名に変更

建物の並びに沿った住所

小字を追加

0% 25% 50% 75% 100%

（32％） （68％）



02 市民ニーズ調査結果

アンケート調査結果⑤ 今後の住所表記【変えたい】（地域別）
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問2-1 住所表記を変えたいですか（変更には、引っ越し時と同程度の負担を伴う）

46

42

10

9

10

3

5

1

0

0

92

64

25

19

10

11

5

18

15

10

0% 25% 50% 75% 100%

字堀

字天田

字長田

字前田

字土

字篠尾

字榎原

大江町河守

夜久野町直見

夜久野町額田

変えたい 今のままでよい

POINT

字天田、字土や字榎原では「変えたい」という回

答が全体平均の32％と比べて高く、地域差がみ

られた。

主な意見では、「複数の住所表記について不審に

思われた経験がある」「郵便物が届かなかったこ

とがある」などがあった。

POINT

大江町や夜久野町では「変えたい」という意見は

ほとんどなかった。これは、両地域には字名に紐

づく郵便番号があるため、現在の住所表記で支

障がないためと推測される。

例：夜久野町直見 〒629-1321

（地域別）

問2の回答「変えたい」について、地域別に分析した。

32％（「変えたい」全体平均）



02 市民ニーズ調査結果

市民ニーズ調査における自由意見

10

※アンケート調査の問3の設問 「住所表記についてのご意見、不安や疑問等をご記入ください」

アンケート調査の問３※、自治会長ヒアリング、意見募集において、

自由な意見を収集した。各調査における主な回答は次のとおりであった。

アンケート
自治会長
ヒアリング

意見募集

項目 主な自由意見 421人 １８人 ２１人

困りごと ウェブサイトで字名が入力できない 〇 〇

郵便番号検索結果の表記が正しい住所と思われる 〇 〇 〇

本人確認が必要な手続きや荷物の受け取りができなかった ○ 〇

自治会名を入れないと配送物の誤配がある 〇 〇

どの住所を使用したか、使用した方がよいか分からなくなる 〇 〇 〇

どの郵便番号を使えばよいか分からない（620-0000など） 〇 〇

字表記のみでは場所の見当がつかない（自治会名なら分かる） 〇 〇 〇

今のままでよい理由 困っていないため 〇 〇

住所変更に伴う手続きが煩雑でデメリットが大きいため 〇 〇

城下町の歴史がわかる地名は残すべき ○

使い分けを理解すれば済むため 〇 〇 〇



02 市民ニーズ調査結果

市民ニーズ調査における自由意見（つづき）
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アンケート調査の問３※、自治会長ヒアリング、意見募集において、

自由な意見を収集した。各調査における主な回答は次のとおりであった。

※アンケート調査の問3の設問 「住所表記についてのご意見、不安や疑問等をご記入ください」

アンケート
自治会長
ヒアリング

意見募集

項目 主な自由意見 421人 １８人 ２１人

変更したい理由 二重表記は分かりにくいため（1つの方が分かりやすい） 〇 〇 〇

誤配を防ぐため（配送の利便性向上） 〇

社会生活は自治会名ベースで行われているため 〇

変更時の不安 住民票や登記など費用負担がないようにしてほしい 〇 〇

住所変更手続きが困難な人への対応は 〇

一度で住所変更手続きが済む仕組みがよい 〇

銀行や配達、公的な手続きなどで混乱がないようにしてほしい 〇

その他の解決案 郵便番号の町域を「字名＋自治会名」にする 〇 〇

郵便番号を字名に合わせる 〇

字名の郵便番号を設ける 〇 〇



02 市民ニーズ調査結果

市民ニーズ調査結果のまとめ
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市民ニーズ調査結果を踏まえて、住所表記に関する本市の対応案の根拠を整理した。

住所変更のニーズ

住所変更の市民ニーズは

市域全体では低いものの

地域差がみられた

今後の住所表記 住所と郵便番号

住所表記と郵便番号の

関係性が分かりにくい

住所表記を変更する場

合は、多くの人が自治会

名を希望していた



03 住所表記に関する市の対応案
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住所表記を変更する場合の実施手法の決定

今後の住所表記は、郵便番号の町域と関連のある自治会名を希望

する人が多数であった。

よって、実施手法は、自治会の区域に合わせて住所を変更できる

「地方自治法第260条」による町界町名変更を採用する。

住所表記に関する市の対応案

市民ニーズの調査方法の決定 実施手法の決定 実施の場合の条件整理

検討会で行うこと

第３回検討会で実施予定



03 住所表記に関する市の対応案
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住所と郵便番号への対応

ウェブサイト等で住所を入力する際に、郵便番

号検索結果に住民票の住所が出ないなどの支

障があり、目的に応じて住所表記等を使い分け

ることが必要な場合がある。

また、本市の住所表記について市外の人に説明

しても理解が得られない事例がある。

こうした状況を踏まえて、市HP等で住所表記と

郵便番号の関係性を示すことを検討する。

【参考事例 長野県須坂市】

本市に置き換えた場合

「620-0892」を入力すると「東岡町」が表示さ

れ、住民票の住所「字天田」が入力できない事例

住所表記に関する市の対応案

資料3 長野県須坂市HP



03 住所表記に関する市の対応案
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住所変更のニーズへの対応

市全体では、住所変更のニーズが低いことを踏

まえて、市域全体の計画的な変更は行わないこ

ととする。

一方で、ニーズには地域差がみられたことから、

地域内合意があるなど、一定の要件を満たした

場合には住所変更が可能となるようガイドライ

ンを作成する。

住所表記に関する市の対応案

資料４ 住所表記の変更に

関するガイドライン 骨子（案）

今後、ガイドラインには、変更の要件だけでなく、個

人や行政の負担内容、変更後の手続きなどの詳細

な内容についても記載する予定です。それらの内

容については第３回検討会において議論いただく

予定です。

資料5 同ガイドライン

事務手続きフロー（案）



9月 第1回 現状説明、市民ニーズの調査方法の決定（R5.9.25）

10～11月 － 事務局による市民ニーズ調査及び自治会長ヒアリング

1月 第2回 市民ニーズ調査結果報告及びガイドライン骨子案への意見（本日開催）

3月頃 第3回 ガイドライン案への意見

今後の流れ

16

検討会の意見を踏まえて、実施条件などを整理した市民向けのガイドラインを作成する。

ガイドラインは、作成後速やかに公表を行う。

■検討会のスケジュール

■検討会終了後

※下線部は第１回検討会からの変更点


